
🔶自動捕捉式はかりの検定スケジュール

・既使用はかりは、２０２７年３月３１日までに 検定を受検しなければなりません。

・新規はかりは、２０２４年４月１日から検定を受検しなければなりません。

詳しくは一般社団法人九州計量士会までお問合せ下さい。
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取引証明に使用するのであれば

定期的に検定を受検する必要があります。
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